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目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
狂
犬
病
の
発
生
を
予
防
し
、

そ
の
まヽ
んヽ
延
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
を
撲
滅
す
る
こ
と

に
よ
り
、
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
公
共
の
福
祉
の
増
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
動
物
の
狂
犬
病
に

限
り
こ
れ
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る

動
物
の
狂
犬
病
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
中
第

七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び

第
十
四
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
第
四

章
及
び
第
五
章
の
規
定
に
限
り
こ
れ
を
適
用
す
る
。

一
　
犬

二
　
猫
そ
の
他
の
動
物
（
牛
、
馬
、
め
ん
羊
、
山
羊
、

豚
、
鶏
及
び
あ
ひ
る
（
次
項
に
お
い
て
「
牛
等
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
狂
犬
病
を
人
に
感

染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
高
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
も
の

２
　
犬
及
び
牛
等
以
外
の
動
物
に
つ
い
て
狂
犬
病
が
発
生

し
て
公
衆
衛
生
に
重
大
な
影
響
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
政
令
で
、
動
物
の
種
類
、
期
間
及
び
地
域
を

指
定
し
て
こ
の
法
律
の
一
部
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る

動
物
の
狂
犬
病
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
準
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期

間
は
、
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
内
の
地
域
に
つ

い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
法
律
の
一
部
を
準
用

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
狂
犬
病
予
防
員
）

第
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
職
員
で

獣
医
師
で
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
狂
犬
病
予
防
員
（
以

下
「
予
防
員
」
と
い
う
。
）
を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
予
防
員
は
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
そ
の

身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
求
め
に
よ

り
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
通
常
措
置

（
登
録
）

第
四
条
　
犬
の
所
有
者
は
、
犬
を
取
得
し
た
日
（
生
後
九

十
日
以
内
の
犬
を
取
得
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
生
後

九
十
日
を
経
過
し
た
日
）
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
厚
生

労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
犬
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
区

長
。
以
下
同
じ
。
）
に
犬
の
登
録
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を

受
け
た
犬
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
登
録
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
原
簿
に
登
録
し
、
そ
の
犬
の
所
有
者
に
犬
の
鑑
札

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
犬
の
所
有
者
は
、
前
項
の
鑑
札
を
そ
の
犬
に
着
け
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た

犬
の
所
有
者
は
、
犬
が
死
亡
し
た
と
き
又
は
犬
の
所
在

地
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
た

と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
犬
の
所
在
地
（
犬
の
所
在
地
を

変
更
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
犬
の
新
所
在
地
）

を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た

犬
に
つ
い
て
所
有
者
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
所

有
者
は
、
三
十
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
犬
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町

村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
犬
の
登
録
及
び
鑑

札
の
交
付
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。

（
予
防
注
射
）

第
五
条
　
犬
の
所
有
者
（
所
有
者
以
外
の
者
が
管
理
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
者
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
犬
に

つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
毎
年
一
回
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
市
町
村
長
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前

項
の
予
防
注
射
を
受
け
た
犬
の
所
有
者
に
注
射
済
票
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
犬
の
所
有
者
は
、
前
項
の
注
射
済
票
を
そ
の
犬
に
着

け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
抑
留
）

第
六
条
　
予
防
員
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け

ず
、
若
し
く
は
鑑
札
を
着
け
ず
、
又
は
第
五
条
に
規
定

す
る
予
防
注
射
を
受
け
ず
、
若
し
く
は
注
射
済
票
を
着

け
て
い
な
い
犬
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
抑

留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
予
防
員
は
、
前
項
の
抑
留
を
行
う
た
め
、
あ
ら
か
じ

め
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
捕
獲
人
を
使
用
し

て
、
そ
の
犬
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
予
防
員
は
、
捕
獲
し
よ
う
と
し
て
追
跡
中
の
犬
が
そ

の
所
有
者
又
は
そ
の
他
の
者
の
土
地
、
建
物
又
は
船
車

内
に
入
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
捕
獲
す
る
た
め

や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
合
理
的
に
必
要
と

判
断
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
（
人
の
住
居

を
除
く
。
）
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ

の
場
所
の
看
守
者
又
は
こ
れ
に
代
る
べ
き
者
が
拒
ん
だ

と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
項
の
立
入
を
拒

ん
で
は
な
ら
な
い
。

５
　
第
三
項
の
規
定
は
、
当
該
追
跡
中
の
犬
が
人
又
は
家

畜
を
か
ん
だ
犬
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
都
道
府
県
知
事

が
特
に
必
要
と
認
め
て
指
定
し
た
期
間
及
び
区
域
に
限

り
適
用
す
る
。

６
　
第
二
項
の
捕
獲
人
が
犬
の
捕
獲
に
従
事
す
る
と
き

は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

７
　
予
防
員
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
犬
を
抑
留
し
た

と
き
は
、
所
有
者
の
知
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ

の
所
有
者
に
こ
れ
を
引
き
取
る
べ
き
旨
を
通
知
し
、
所

有
者
の
知
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
犬
を
捕

獲
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
二
日
間
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

９
　
第
七
項
の
通
知
を
受
け
取
つ
た
後
又
は
前
項
の
公
示

期
間
満
了
の
後
一
日
以
内
に
所
有
者
が
そ
の
犬
を
引
き

取
ら
な
い
と
き
は
、
予
防
員
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但

し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
こ
の
期
間
内
に
引
き

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
所
有
者
が
、
そ
の
旨
及
び
相
当

の
期
間
内
に
引
き
取
る
べ
き
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、

そ
の
申
し
出
た
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
は
、
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

10
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
そ
の
処
分

に
よ
つ
て
損
害
を
受
け
た
所
有
者
に
通
常
生
ず
べ
き
損

害
を
補
償
す
る
。

（
輸
出
入
検
疫
）

第
七
条
　
何
人
も
、
検
疫
を
受
け
た
犬
等
（
犬
又
は
第
二

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
動
物
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
で
な
け
れ
ば
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
て
は
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
検
疫
に
関
す
る
事
務
は
、
農
林
水
産
大
臣
の

所
管
と
し
、
そ
の
検
疫
に
関
す
る
事
項
は
、
農
林
水
産

省
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
三
章
　
狂
犬
病
発
生
時
の
措
置

（
届
出
義
務
）

第
八
条
　
狂
犬
病
に
か
か
つ
た
犬
等
若
し
く
は
狂
犬
病
に

か
か
つ
た
疑
い
の
あ
る
犬
等
又
は
こ
れ
ら
の
犬
等
に
か

ま
れ
た
犬
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
診
断
し
、
又
は
そ

の
死
体
を
検
案
し
た
獣
医
師
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
、
そ
の
犬
等
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
保
健
所
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
獣
医
師
の
診
断
又
は
検
案
を
受

け
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
犬
等
の
所
有
者
が
こ

れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
保
健
所
長
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
政

令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
都

道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き

は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
、
且
つ
、
隣
接
都
道
府

県
知
事
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
隔
離
義
務
）

第
九
条
　
前
条
第
一
項
の
犬
等
を
診
断
し
た
獣
医
師
又
は

そ
の
所
有
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
犬
等
を
隔
離
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
人
命
に
危
険
が
あ
つ
て
緊

急
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
殺
す
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
　
予
防
員
は
、
前
項
の
隔
離
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
示
及
び
けヽ
いヽ
留
命
令
等
）

第
十
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
狂
犬
病
（
狂
犬
病
の
疑
似

症
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
か
ら
第
五
章
ま
で
同
じ
。
）

が
発
生
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を

公
示
し
、
区
域
及
び
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
区
域
内
の

す
べ
て
の
犬
に
口
輪
を
か
け
、
又
は
こ
れ
を
けヽ
いヽ
留
す

る
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
殺
害
禁
止
）

第
十
一
条
　
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
隔
離
さ
れ
た

犬
等
は
、
予
防
員
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
こ
れ
を
殺

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
死
体
の
引
渡
し
）

第
十
二
条
　
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犬
等
が
死
ん
だ

場
合
に
は
、
そ
の
所
有
者
は
、
そ
の
死
体
を
検
査
又
は

解
剖
の
た
め
予
防
員
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
予
防
員
が
許
可
し
た
場
合
又
は
そ
の
引

取
り
を
必
要
と
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
検
診
及
び
予
防
注
射
）

第
十
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
狂
犬
病
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
まヽ
んヽ
延
の
防
止
及
び
撲
滅
の
た
め

1



必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
及
び
区
域
を
定
め
て
予

防
員
を
し
て
犬
の
一
せヽ
いヽ
検
診
を
さ
せ
、
又
は
臨
時
の

予
防
注
射
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
病
性
鑑
定
の
た
め
の
措
置
）

第
十
四
条
　
予
防
員
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
病
性
鑑
定
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
、
犬
等
の
死
体
を
解
剖
し
、

又
は
解
剖
の
た
め
狂
犬
病
に
か
か
つ
た
犬
等
を
殺
す
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
第
十
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。

（
移
動
の
制
限
）

第
十
五
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
狂
犬
病
の
まヽ
んヽ
延
の
防

止
及
び
撲
滅
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
及

び
区
域
を
定
め
て
、
犬
又
は
そ
の
死
体
の
当
該
都
道
府

県
の
区
域
内
に
お
け
る
移
動
、
当
該
都
道
府
県
内
へ
の

移
入
又
は
当
該
都
道
府
県
外
へ
の
移
出
を
禁
止
し
、
又

は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
交
通
の
しヽ
やヽ
断
又
は
制
限
）

第
十
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
狂
犬
病
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
期
間
を
定

め
て
、
狂
犬
病
に
か
か
つ
た
犬
の
所
在
の
場
所
及
び
そ

の
附
近
の
交
通
を
しヽ
やヽ
断
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
但
し
、
そ
の
期
間
は
、
七
十
二
時
間
を
こ
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
集
合
施
設
の
禁
止
）

第
十
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
狂
犬
病
の
まヽ
んヽ
延
の
防

止
及
び
撲
滅
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
犬
の
展

覧
会
そ
の
他
の
集
合
施
設
の
禁
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
けヽ
いヽ
留
さ
れ
て
い
な
い
犬
の
抑
留
）

第
十
八
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
狂
犬
病
の
まヽ
んヽ
延
の
防

止
及
び
撲
滅
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
予
防
員

を
し
て
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
けヽ
いヽ
留
の
命
令
が
発
せ

ら
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
けヽ
いヽ
留
さ
れ
て
い
な
い
犬

を
抑
留
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
は
、
第
六
条
第
二
項
か
ら
第
十
項
ま

で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
けヽ
いヽ
留
さ
れ
て
い
な
い
犬
の
薬
殺
）

第
十
八
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
狂
犬
病
の
まヽ
んヽ
延

の
防
止
及
び
撲
滅
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
抑
留
を
行
う
に

つ
い
て
著
し
く
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
区
域
及
び
期
間
を
定
め
て
、
予
防
員
を
し
て
第
十

条
の
規
定
に
よ
る
けヽ
いヽ
留
の
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る

に
か
か
わ
ら
ず
けヽ
いヽ
留
さ
れ
て
い
な
い
犬
を
薬
殺
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県

知
事
は
、
人
又
は
他
の
家
畜
に
被
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ

う
に
、
当
該
区
域
内
及
び
そ
の
近
傍
の
住
民
に
対
し

て
、
けヽ
いヽ
留
さ
れ
て
い
な
い
犬
を
薬
殺
す
る
旨
を
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
薬
殺
及
び
住
民
に
対
す
る
周
知

の
方
法
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
の
指
示
）

第
十
九
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
狂
犬
病
の
まヽ
んヽ
延
の
防

止
及
び
撲
滅
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
地
域
及
び
期
間
を
限
り
、
都
道
府
県
知
事
に
第

十
三
条
及
び
第
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る

措
置
の
実
施
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
　
補
則

（
公
務
員
等
の
協
力
）

第
二
十
条
　
公
衆
衛
生
又
は
治
安
維
持
の
職
務
に
た
ず
さ

わ
る
公
務
員
及
び
獣
医
師
は
、
狂
犬
病
予
防
の
た
め
、

予
防
員
か
ら
協
力
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
拒

ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
抑
留
所
の
設
置
）

第
二
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
条
及
び
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
抑
留
し
た
犬
を
収
容
す
る
た
め
、
当

該
都
道
府
県
内
に
犬
の
抑
留
所
を
設
け
、
予
防
員
に
こ

れ
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
　
削
除

（
費
用
負
担
区
分
）

第
二
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
の
実
施
に
要
す
る
費
用

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
都
道
府
県
の
負
担
と

す
る
。

第
一
　
国
の
負
担
す
る
費
用

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
輸
出
入
検
疫
に
要
す
る
費
用

（
輸
出
入
検
疫
中
の
犬
等
の
飼
養
管
理
費
を
除
く
。
）

第
二
　
犬
等
の
所
有
者
の
負
担
す
る
費
用

一
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
手
続
に
要
す
る

費
用

二
　
第
五
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
犬
の
予
防

注
射
の
費
用

三
　
第
六
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
犬
の
抑
留

中
の
飼
養
管
理
費
及
び
そ
の
返
還
に
要
す
る
費
用

四
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
輸
出
入
検
疫
中
の
犬
等
の

飼
養
管
理
費

五
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
要
す
る
費
用

六
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
隔
離
及
び
指
示
に
よ
り
行

つ
た
処
置
に
要
し
た
費
用

（
処
分
等
の
行
為
の
承
継
人
に
対
す
る
効
力
）

第
二
十
四
条
　
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令

の
規
定
に
よ
る
処
分
及
び
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
当

該
行
為
の
目
的
で
あ
る
犬
等
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他

の
権
利
を
有
す
る
者
の
承
継
人
に
対
し
て
も
、
ま
た
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
市
又
は
特
別
区
）

第
二
十
五
条
　
こ
の
法
律
中
「
都
道
府
県
」
又
は
「
都
道

府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
で
定
め
る
市
に
つ
い
て
は
、
「
市
」
若
し
く
は

「
市
長
」
又
は
「
区
」
若
し
く
は
「
区
長
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
不
服
申
立
て
）

第
二
十
五
条
の
二
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
地
域
保
健
法
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
市
又
は

特
別
区
の
長
が
行
う
処
分
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規

定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
次
項
及
び
次
条
に
お

い
て
「
第
一
号
法
定
受
託
事
務
」
と
い
う
。
）
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
裁
決
に
不

服
が
あ
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
再
審
査
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
地
域
保
健
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

で
定
め
る
市
又
は
特
別
区
の
長
が
前
条
の
規
定
に
よ
り

そ
の
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
第
一
号
法

定
受
託
事
務
に
係
る
処
分
を
す
る
権
限
を
そ
の
補
助
機

関
で
あ
る
職
員
又
は
そ
の
管
理
に
属
す
る
行
政
機
関
の

長
に
委
任
し
た
場
合
に
お
い
て
、
委
任
を
受
け
た
職
員

又
は
行
政
機
関
の
長
が
そ
の
委
任
に
基
づ
い
て
し
た
処

分
に
つ
き
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
二

項
の
再
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
裁

決
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十

七
の
四
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ

り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
再
々
審
査
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
二
十
五
条
の
三
　
第
二
条
第
三
項
、
第
八
条
、
第
九
条

第
二
項
、
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
四
条
第

一
項
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
八
条
第

一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
二

項
、
第
三
項
、
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
並
び
に

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受

託
事
務
と
す
る
。

２
　
第
二
条
第
三
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

九
条
第
二
項
、
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
四

条
第
一
項
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
八

条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条

第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項

ま
で
並
び
に
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地

域
保
健
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定

め
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

３
　
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
七

項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
（
地
域
保
健
法

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
市
を

除
く
。
）
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、

第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
五
章
　
罰
則

第
二
十
六
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
検
疫
を
受
け
な
い
犬

等
（
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
し
た
場
合

に
お
け
る
動
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
輸
出
し
、
又
は
輸
入
し
た
者

二
　
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
犬
等
に
つ
い

て
の
届
出
を
し
な
か
つ
た
者

三
　
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
犬
等
を
隔
離

し
な
か
つ
た
者

第
二
十
七
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
犬
（
第
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
準
用
し
た
場
合
に
お
け
る
動
物
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録
の
申

請
を
せ
ず
、
鑑
札
を
犬
に
着
け
ず
、
又
は
届
出
を
し

な
か
つ
た
者

二
　
第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
犬
に
予
防
注
射
を
受

け
さ
せ
ず
、
又
は
注
射
済
票
を
着
け
な
か
つ
た
者

三
　
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
犬
等
の
隔
離
に
つ
い

て
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
者

四
　
第
十
条
に
規
定
す
る
犬
に
口
輪
を
か
け
、
又
は
こ

れ
を
けヽ
いヽ
留
す
る
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
者

五
　
第
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
犬
等
を
殺
し
た
者

六
　
第
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
犬
等
の
死
体
を
引

き
渡
さ
な
か
つ
た
者

七
　
第
十
三
条
に
規
定
す
る
犬
の
検
診
又
は
予
防
注
射

を
受
け
さ
せ
な
か
つ
た
者

八
　
第
十
五
条
に
規
定
す
る
犬
又
は
そ
の
死
体
の
移

動
、
移
入
又
は
移
出
の
禁
止
又
は
制
限
に
従
わ
な
か

つ
た
者

九
　
第
十
六
条
に
規
定
す
る
犬
の
狂
犬
病
の
た
め
の
交

通
の
しヽ
やヽ
断
又
は
制
限
に
従
わ
な
か
つ
た
者

十
　
第
十
七
条
に
規
定
す
る
犬
の
集
合
施
設
の
禁
止
の

命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
者

2



第
二
十
八
条
　
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

六
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
拘
留
又
は
科

料
に
処
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
　
こ
の
法
律
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
一
五
日
法
律
第
二

一
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
前
従
前
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
な
さ

れ
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
手
続
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
相
当
規
定
に
基

い
て
な
さ
れ
た
処
分
又
は
手
続
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
四
月
三
〇
日
法
律
第
八

〇
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前

の
第
六
条
第
四
項
（
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
所
有
者
に
対
す

る
通
知
が
行
わ
れ
、
又
は
同
条
第
五
項
（
第
十
八
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
公
示
期

間
が
満
了
し
た
犬
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
第
六
条
第
九
項
（
第
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
一
五
日
法
律
第
一

六
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
附
則
に

特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に

さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為
そ
の
他
こ
の
法

律
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て

生
じ
た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
、
審
査
の

請
求
、
異
議
の
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
（
以
下

「
訴
願
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
さ
れ
た
訴
願
等
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
処
分

（
以
下
「
裁
決
等
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
等
に
つ
き
こ
の
法
律
の
施
行
後

に
さ
れ
る
裁
決
等
に
さ
ら
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
訴
願

等
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
訴
願
等
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
後

は
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
る
処
分
に
係
る
も
の
は
、
同
法
以

外
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に

よ
る
不
服
申
立
て
と
み
な
す
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
さ
れ

る
審
査
の
請
求
、
異
議
の
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立

て
の
裁
決
等
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る

不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
で
、

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
り
訴
願
等
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
提
起
期

間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
行
政

不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
す
る
。

８
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９
　
前
八
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行

に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
法
律
第
一
二

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
一
日
法
律
第
三
八

号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
二
月
二
五
日
法
律
第

七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
五
条
、
第
十
一
条
並
び
に
附
則
第
五
項
及
び
第

八
項
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
経
過
措
置
）

５
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
狂
犬
病
予
防
法
第

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
注
射
済
票

は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
狂
犬
病
予
防
法

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
注
射
済
票

と
み
な
す
。

９
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ

い
て
は
、
当
該
各
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び

附
則
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行

後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
三
〇
日
法
律
第
五

八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
二
五
日
法
律
第
四

七
号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
七
月
一
二
日
法
律
第
九

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
十
条
の
規
定
　
昭
和
六
十
年
十
月
一
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規

定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行

為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
法
律
第
八
四

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
三
条
中
母
子
保
健
法
第
十
八
条
の
改
正
規
定

（
「
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
を
「
、
保
健
所
を
設

置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）

は
平
成
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
、
第
四
条
、
第

五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
、

第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
の

規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
附
則

第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
及
び
附
則
第
三
十

九
条
の
規
定
は
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
、

狂
犬
病
予
防
法
及
び
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の

確
保
に
関
す
る
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
別
区

が
処
理
し
、
又
は
特
別
区
の
区
長
が
管
理
し
、
及
び
執

行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
政
令
で
定

め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
都
が
処
理
し
、

又
は
都
知
事
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
も
の
と
す

る
。

（
そ
の
他
の
処
分
、
申
請
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ

れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
等
の
処
分

そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
等
の

行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い

る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
こ
の

法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ

の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
五
条
か
ら
第
十

条
ま
で
の
規
定
又
は
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ

れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
経
過
措
置
に
関
す
る

規
定
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の

法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は

申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の

法
律
の
附
則
に
お
い
て
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
五
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の

法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
政
令
で
定
め

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
一
一
日
法
律
第
九

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
七
条
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
　
平
成
七
年
四

月
一
日

（
狂
犬
病
予
防
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
犬
を
所
有
し

て
い
る
者
に
つ
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
狂

犬
病
予
防
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
犬
を
取
得
し
た
日
（
生
後
九

十
日
以
内
の
犬
を
取
得
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
生
後

九
十
日
を
経
過
し
た
日
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
七
年

四
月
一
日
（
同
日
に
お
い
て
生
後
九
十
日
以
内
の
犬
を

3



所
有
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
生
後
九
十
日
を
経

過
し
た
日
）
」
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規

定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行

為
並
び
に
附
則
第
二
条
、
第
四
条
、
第
七
条
第
二
項
、

第
八
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
三
条

及
び
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
、
第
四

条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
三
条
、
第
二
十
七
条
、

第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定
の
施
行
後
に
し
た

行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
一
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
と
な
る

経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、

政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
八
日
法
律
第
五
四

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
地
方
自
治
法
別
表
第
一

か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
改
正
規
定
（
別
表
第
一
中
第
八

号
の
二
を
削
り
、
第
八
号
の
三
を
第
八
号
の
二
と
し
、

第
八
号
の
四
及
び
第
九
号
の
三
を
削
り
、
第
九
号
の
四

を
第
九
号
の
三
と
し
、
第
九
号
の
五
を
第
九
号
の
四
と

す
る
改
正
規
定
、
同
表
第
二
十
号
の
五
の
改
正
規
定
、

別
表
第
二
第
二
号
（
十
の
三
）
の
改
正
規
定
並
び
に
別

表
第
三
第
二
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則

第
七
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
二
日
法
律
第
一

一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
八

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
条
の
次
に
五

条
、
節
名
並
び
に
二
款
及
び
款
名
を
加
え
る
改
正
規

定
（
同
法
第
二
百
五
十
条
の
九
第
一
項
に
係
る
部
分

（
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
に
限
る
。
）
、
第
四
十
条
中
自
然
公
園
法
附
則
第

九
項
及
び
第
十
項
の
改
正
規
定
（
同
法
附
則
第
十
項

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
四
条
の
規
定

（
農
業
改
良
助
長
法
第
十
四
条
の
三
の
改
正
規
定
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
四
百
七
十
二
条
の

規
定
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六

条
、
第
八
条
及
び
第
十
七
条
の
改
正
規
定
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
、
第
十
条
、
第

十
二
条
、
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
六
十
条
第
四

項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
七
条
、
第

百
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
百
六
十

条
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
六
十
四
条
並
び
に
第
二

百
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
従
前
の
例
に
よ
る
事
務
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
十
九
条
　
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
三
十
二
条

第
一
項
、
第
七
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
七
条
第

一
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
事

務
、
権
限
又
は
職
権
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
務

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
後
の
国
民
年
金
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
船
員
保

険
法
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ

り
当
該
事
務
等
に
相
当
す
る
事
務
又
は
権
限
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
た
厚
生
大
臣
若
し
く
は
社
会
保
険
庁
長
官
又

は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
地
方
社
会
保
険
事

務
局
長
若
し
く
は
そ
の
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
か
ら

委
任
を
受
け
た
社
会
保
険
事
務
所
長
の
事
務
又
は
権
限

と
す
る
。

（
新
地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
四
項
の
適
用
の
特

例
）

第
七
十
条
　
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚

生
省
設
置
法
第
十
四
条
の
地
方
社
会
保
険
事
務
局
及
び

社
会
保
険
事
務
所
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際

旧
地
方
自
治
法
附
則
第
八
条
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め

の
都
道
府
県
の
機
関
（
社
会
保
険
関
係
事
務
を
取
り
扱

う
も
の
に
限
る
。
）
の
位
置
と
同
一
の
位
置
に
設
け
ら

れ
る
も
の
（
地
方
社
会
保
険
事
務
局
に
あ
っ
て
は
、
都

道
府
県
庁
の
置
か
れ
て
い
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）

に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
地

方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

（
社
会
保
険
関
係
地
方
事
務
官
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
十
一
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
地
方
自
治

法
附
則
第
八
条
に
規
定
す
る
職
員
（
厚
生
大
臣
又
は
そ

の
委
任
を
受
け
た
者
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
者
に
限
る
。

附
則
第
百
五
十
八
条
に
お
い
て
「
社
会
保
険
関
係
地
方

事
務
官
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
が
発

せ
ら
れ
な
い
限
り
、
相
当
の
地
方
社
会
保
険
事
務
局
又

は
社
会
保
険
事
務
所
の
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
十
二
条
　
第
百
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
の
規
定
に
よ
る
地
方
社
会
保

険
医
療
協
議
会
並
び
に
そ
の
会
長
、
委
員
及
び
専
門
委

員
は
、
相
当
の
地
方
社
会
保
険
事
務
局
の
地
方
社
会
保

険
医
療
協
議
会
並
び
に
そ
の
会
長
、
委
員
及
び
専
門
委

員
と
な
り
、
同
一
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
も
の
と
す

る
。

（
準
備
行
為
）

第
七
十
三
条
　
第
二
百
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民

年
金
法
第
九
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
指
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
第

二
百
条
の
規
定
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
厚
生
大
臣
に
対
す
る
再
審
査
請
求
に
係
る
経
過
措
置
）

第
七
十
四
条
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
に
係

る
第
百
四
十
九
条
か
ら
第
百
五
十
一
条
ま
で
、
第
百
五

十
七
条
、
第
百
五
十
八
条
、
第
百
六
十
五
条
、
第
百
六

十
八
条
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
二
条
、
第
百
七
十

三
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
、
第
百
八
十

三
条
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
九
十
五
条
、
第
二
百
一

条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
十
四
条
、
第
二
百
十
九
条

か
ら
第
二
百
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
九
条
又
は

第
二
百
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉

法
第
五
十
九
条
の
四
第
二
項
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指

圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二

条
の
四
、
食
品
衛
生
法
第
二
十
九
条
の
四
、
旅
館
業
法

第
九
条
の
三
、
公
衆
浴
場
法
第
七
条
の
三
、
医
療
法
第

七
十
一
条
の
三
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
十
三
条
の

二
第
二
項
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す

る
法
律
第
五
十
一
条
の
十
二
第
二
項
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

業
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
、
狂
犬
病
予
防
法
第
二
十

五
条
の
二
、
社
会
福
祉
事
業
法
第
八
十
三
条
の
二
第
二

項
、
結
核
予
防
法
第
六
十
九
条
、
とヽ
畜
場
法
第
二
十

条
、
歯
科
技
工
士
法
第
二
十
七
条
の
二
、
臨
床
検
査
技

師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
八

の
二
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
三
十
条
第
二
項
、
老
人

福
祉
法
第
三
十
四
条
第
二
項
、
母
子
保
健
法
第
二
十
六

条
第
二
項
、
柔
道
整
復
師
法
第
二
十
三
条
、
建
築
物
に

お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条

第
二
項
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第

二
十
四
条
、
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査

に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
第
三
項
又
は
感
染
症
の
予

防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
再
審
査
請
求
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
厚
生
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
地
方
公
共

団
体
の
機
関
が
し
た
事
業
の
停
止
命
令
そ
の
他
の
処
分

に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
十
五
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法

第
四
十
六
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
十
九
条
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り

師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
（
同

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
食
品
衛
生
法
第
二
十
二
条
、
医
療
法
第
五
条

第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
一
項
、
毒
物
及
び
劇

物
取
締
法
第
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
二
条
第
四

項
及
び
第
五
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
厚
生
年

金
保
険
法
第
百
条
第
一
項
、
水
道
法
第
三
十
九
条
第
一

項
、
国
民
年
金
法
第
百
六
　
条
第
一
項
、
薬
事
法
第
六

十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
又
は
柔
道
整
復

師
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
し

た
事
業
の
停
止
命
令
そ
の
他
の
処
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
四
十
六
条

第
四
項
若
し
く
は
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う

師
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
（
同
法
第
十
二
条

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
食

品
衛
生
法
第
二
十
二
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
、
医
療

法
第
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
一
項
、
毒

物
及
び
劇
物
取
締
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
（
同
法
第
二
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
で
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
条
第
一

項
、
水
道
法
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

国
民
年
金
法
第
百
六
条
第
一
項
、
薬
事
法
第
六
十
九
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
第
二

項
又
は
柔
道
整
復
師
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
厚
生
大
臣
又
は
地
方
公
共
団
体
が
し
た
事
業
の
停
止

命
令
そ
の
他
の
処
分
と
み
な
す
。

（
国
等
の
事
務
）

第
百
五
十
九
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ

の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
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前
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
法
律
又
は
こ

れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
管
理
し
又
は
執
行
す
る
国
、

他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
の
事
務
（
附
則

第
百
六
十
一
条
に
お
い
て
「
国
等
の
事
務
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
地
方
公
共
団
体
が
法
律

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
当
該
地
方
公
共
団
体

の
事
務
と
し
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る

規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び

附
則
第
百
六
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許

可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行

の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係

る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も

の
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
）
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
に
定
め
る
も
の
を

除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後

の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等

の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律

の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
対
し

報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手

続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及

び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
れ
を
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当

規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
に

対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い

な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
不
服
申
立
て
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
一
条
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
国
等
の
事
務
に
係

る
処
分
で
あ
っ
て
、
当
該
処
分
を
し
た
行
政
庁
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
庁
」
と
い
う
。
）
に
施
行
日

前
に
行
政
不
服
審
査
法
に
規
定
す
る
上
級
行
政
庁
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
上
級
行
政
庁
」
と
い
う
。
）
が

あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
同
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
に

つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
当
該
処
分
庁

に
引
き
続
き
上
級
行
政
庁
が
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、

行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ
る

行
政
庁
は
、
施
行
日
前
に
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁

で
あ
っ
た
行
政
庁
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ

る
行
政
庁
が
地
方
公
共
団
体
の
機
関
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
機
関
が
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
処
理
す

る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
は
、
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す

る
。

（
手
数
料
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
二
条
　
施
行
日
前
に
お
い
て
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
手
数

料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令

に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対

す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
六
十
四
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に

関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２
　
附
則
第
十
八
条
、
第
五
十
一
条
及
び
第
百
八
十
四
条

の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定

め
る
。

（
検
討
）

第
二
百
五
十
条
　
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
に
つ
い
て
は
、
で

き
る
限
り
新
た
に
設
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と

と
も
に
、
新
地
方
自
治
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
及

び
新
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
政
令
に
示
す
も
の
に
つ
い

て
は
、
地
方
分
権
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加

え
、
適
宜
、
適
切
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
百
五
十
一
条
　
政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及

び
事
業
を
自
主
的
か
つ
自
立
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
地
方
税

財
源
の
充
実
確
保
の
方
途
に
つ
い
て
、
経
済
情
勢
の
推

移
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
二
百
五
十
二
条
　
政
府
は
、
医
療
保
険
制
度
、
年
金
制

度
等
の
改
革
に
伴
い
、
社
会
保
険
の
事
務
処
理
の
体

制
、
こ
れ
に
従
事
す
る
職
員
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、

被
保
険
者
等
の
利
便
性
の
確
保
、
事
務
処
理
の
効
率
化

等
の
視
点
に
立
っ
て
、
検
討
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
一
八
日
法
律
第
四

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
第
六
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
並
び
に
第

二
十
四
条
」
を
「
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
並
び

に
附
則
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十

四
条
を
削
り
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
を
同
法
第
二

十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
四
の
改
正
規
定
（
「
、

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
を
削
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附

則
第
八
条
（
「
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別

区
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
二
条
及
び
第
十

三
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
一
三
日
法
律
第
六

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
の
原
則
）

第
五
条
　
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
不
作
為
に

つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
前

に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
法

律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
訴
訟
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
法
律
の
規
定
に
よ

り
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ
の

他
の
行
為
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
訴
え
を
提
起
で
き
な

い
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
で
あ
っ
て
、
当
該
不
服
申
立
て

を
提
起
し
な
い
で
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
れ
を
提
起

す
べ
き
期
間
を
経
過
し
た
も
の
（
当
該
不
服
申
立
て
が

他
の
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ

の
他
の
行
為
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
で
き
な
い
と

さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
不
服
申
立
て
を

提
起
し
な
い
で
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
れ
を
提
起
す

べ
き
期
間
を
経
過
し
た
も
の
を
含
む
。
）
の
訴
え
の
提

起
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
律
の
規
定

（
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
異
議
申
立
て
が
提
起

さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
査
請
求

に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
取
消
し
の
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
の

取
消
し
の
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ
の

他
の
行
為
の
取
消
し
の
訴
え
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の

施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
附
則

第
五
条
及
び
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行

後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
条
　
附
則
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定

め
る
。
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